
新型コロナウイルス感染症への対応について

令和３年

５月21日

□政府「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」

・沖縄県への「緊急事態宣言」の発出（5月23日から6月20日まで）を決定

・愛媛県への「まん延防止等重点措置」の適用解除（5月23日から）

を決定

５月28日

□政府「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」

・９都道府県（北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、

岡山県、広島県、福岡県）に発出中の「緊急事態宣言」

期間延長（6月20日まで）を決定

・５県（埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県）に適用中の

「まん延防止等重点措置」期間延長（6月20日まで）を決定

○徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第53回)

・「とくしまアラート」の引き下げについて6月2日に改めて

判断することを決定

・「飲食店に対する営業時間短縮要請」を5月31日に

終了することを決定

・感染拡大抑止「集中取組期間」（6月1日から緊急事態宣言解除まで）

における対策を決定

◆繁華街を中心とした人流調査の強化

◆飲食店に対するモニタリングＰＣＲ検査の実施

◆帰省者に対する事前ＰＣＲ検査の受検支援 など
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